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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ズーム部の駆動許容端を設定する設定手段と、前記ズーム部およびフォーカス部の駆動
制御を行う制御手段とを有するズームレンズにおいて、
　前記制御手段は、前記駆動許容端が設定されている状態において、前記フォーカス部の
駆動に伴う画角変動を補正するための前記ズーム部の駆動位置が前記駆動許容端を超える
場合には、該駆動位置まで前記ズーム部を駆動しており、
　前記設定手段が、使用者操作に応じて前記駆動許容端を設定することを特徴とするズー
ムレンズ。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記駆動許容端が設定されている状態において、前記画角変動を補正
するために前記駆動許容端を超えて前記ズーム部を駆動する第１のモードと、前記画角変
動を補正するための前記ズーム部の駆動位置が前記駆動許容端を超えている場合でも前記
ズーム部を前記駆動許容端に駆動する第２のモードとの間で選択的に動作することを特徴
とする請求項１に記載のズームレンズ。
【請求項３】
　前記制御手段に対して、前記第１および第２のモードを選択的に動作させるためのスイ
ッチを有することを特徴とする請求項２に記載のズームレンズ。
【請求項４】
　前記制御手段は、
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　前記ズーム部を前記画角変動補正のための駆動位置に駆動制御するためのズーム制御指
令情報を演算するズーム指令情報演算部と、
　前記設定手段により設定された前記駆動許容端と前記ズーム制御指令情報とに基づいて
前記ズーム部の駆動制御を行う駆動制御部とを有することを特徴とする請求項１から３の
いずれかに記載のズームレンズ。
【請求項５】
　前記ズーム指令情報演算部は、前記フォーカス部を駆動制御するためのフォーカス指令
情報と、前記フォーカス部および前記ズーム部をそれぞれ構成するレンズの位置に関する
情報とに基づいて前記ズーム制御指令情報を演算することを特徴とする請求項４に記載の
ズームレンズ。
【請求項６】
　使用者操作に応じてズーム部の駆動許容端を設定する設定手段と、
　前記ズーム部およびフォーカス部の駆動制御を行う制御手段と、
　使用者操作に応じて前記フォーカス部を駆動制御するためのフォーカス制御指令情報を
演算するのに必要なフォーカス操作情報を出力する操作装置と、
　使用者操作に応じて前記ズーム部をズーミングのために駆動制御するためのズーム制御
指令情報を演算するのに必要なズーム操作情報を出力する操作装置とを有し、
　前記制御手段は、前記駆動許容端が設定されている状態において、前記フォーカス部の
駆動に伴う画角変動を補正するための前記ズーム部の駆動位置が前記駆動許容端を超える
場合には、該駆動位置まで前記ズーム部を駆動することを有することを特徴とするズーム
レンズシステム。
【請求項７】
　請求項６に記載のズームレンズシステムと、前記ズームレンズが装着されるカメラとを
有することを特徴とするカメラシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、テレビカメラ等に使用されるズームレンズに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
ズームレンズのズーム部を制御してレンズ位置を移動させることにより撮影画角を増減さ
せることができるが、フォーカス部が制御されたときも、同様にレンズ位置が移動するこ
とにより画角が変化してしまう。つまり、ズーム部により所望の画角を設定しても、フォ
ーカス部の制御によってその設定画角が変動してしまう。このため、フォーカス部が制御
されたときに、画角変動が生じないようにズーム部を制御する、いわゆる画角変動補正機
能を有するズームレンズが提案されている。
【０００３】
図３には、レンズの位置を制御する方式のズームレンズにおける画角補正動作を含むズー
ム動作のフローチャートを示している。このズームレンズでは、ズームデマンドやフォー
カスデマンドからデータを入力し（ステップ５３，５４）、フォーカスデマンドからのデ
ータ入力があった場合には、画角変動補正のためのズーム指令位置を演算する（ステップ
５８，６１）。そして、この演算結果に基づいてズーム部を駆動するモータを駆動する（
ステップ６２）。
【０００４】
　ところで、ズームレンズには、ズーム部の駆動範囲を制限する機能（いわゆるトラッキ
ング機能）を有するものがある。年々ワイド化と高倍率化が進むズームレンズでは、ズー
ム部をワイド側にすると被写体（撮影したい被写体）の周辺にある撮影したくない人物等
まで画面の中に入り、その一方、ズーム部をテレ端に設定すると被写体が画面に収まりき
らないほど拡大される場合が生じる。このような状況では、レンズ操作者は、常にズーム
デマンドによりワイド側およびテレ側のズーム停止位置を微妙に調整する必要がある。
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【０００５】
そこで、ズーム部の駆動範囲を制限し、ズームデマンドによる微妙な調整を行うことなく
、ワイド端では撮影したい被写体のみを撮影し、テレ端では被写体の全体像がきっちり画
面の中に収まった映像を撮影することを可能にするためのトラッキング機能が有用となる
。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
このようなトラッキング機能が働き、かつ画角変動補正機能が働くように設定されている
場合において、ズーム部がトラッキング機能で制限された駆動範囲の端点付近にあってフ
ォーカスデマンドが操作されると、フォーカス部およびズーム部の駆動位置から演算、補
正されたズーム位置指令が、制限された駆動範囲を越える場合が生じる。
【０００７】
そして、このような場合に、制限された駆動範囲の端点で画角変動補正のためのズーム駆
動がリミットされてしまうと、以後フォーカス部の制御のみが続行されて突然画角が変化
することになる。このようにズームの駆動範囲制限機能と画角変動補正機能を併せ持つズ
ームレンズにおいて、これら２つの機能が同時に働いている場合、２つの機能が相手の効
果を打ち消し合う状態が生じ、レンズが操作者の意図しない動作をすることがある。
【０００８】
そこで、本発明では、ズーム部の制限された駆動範囲の端点付近でフォーカス制御がなさ
れた場合でも画角を一定に保つことを可能とするズームレンズを提供することを目的とし
ている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、本願第１の発明では、ズーム部の駆動許容端を設定する
設定手段と、前記ズーム部およびフォーカス部の駆動制御を行う制御手段とを有するズー
ムレンズにおいて、前記制御手段は、前記駆動許容端が設定されている状態において、前
記フォーカス部の駆動に伴う画角変動を補正するための前記ズーム部の駆動位置が前記駆
動許容端を超える場合には、該駆動位置まで前記ズーム部を駆動しており、前記設定手段
が、使用者操作に応じて前記駆動許容端を設定するようにしている。
【００１１】
　第１の発明により、ズーム部のいわゆるトラッキング機能と画角変動補正機能とがとも
に働いている場合において、トラッキングによる駆動許容端付近でフォーカス部が制御さ
れ、これに伴い画角変動補正のためにズーム部が上記駆動許容端を超えて駆動されなけれ
ばならいようなときには、このようなズーム部の駆動が許容されるため、画角を一定に保
つことが可能となる。
【００１２】
　なお、ズーム部の画角変動補正のための駆動もズーミングのための駆動許容端以内にす
る必要が生ずる場合を考慮して、本願第２の発明では、ズーム部の画角変動補正のための
駆動制御を駆動許容端にかかわらず行う第１のモードと、ズーム部の画角変動補正のため
の駆動位置も駆動許容端以内に制限する第２のモードとで選択的に動作できるようにして
いる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
　図１には、本発明の実施形態であるズームレンズ１０１の構成を示している。４はＣＰ
Ｕ（制御手段）であり、このＣＰＵ４には、ズームデマンド１およびフォーカスデマンド
２が接続されている。ズームデマンド１からは、その操作速度に対応するズーム速度デー
タ（ズーム操作情報）およびズーム部Ｚのズーミングのための駆動許容範囲を制限するた
めのズームトラッキングリミットデータがＣＰＵ４に入力される。また、フォーカスデマ
ンド２からは、その操作量に対応するフォーカス制御データ（フォーカス操作情報）が入
力される。また、ＣＰＵ４には、画角補正優先モード設定スイッチ３が接続されている。
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この画角補正優先モード設定スイッチ３がＯＮのときは、トラッキング機能よりも画角変
動補正機能を優先し（第１のモード）、これがＯＦＦのときは画角変動補正機能よりもト
ラッキング機能を優先する（第２のモード）。
【００１４】
　ＣＰＵ４の出力の１つは、増幅器５を介してズーム部Ｚを構成するレンズを駆動するモ
ータ７に接続されている。ズーム部Ｚには、レンズの絶対位置を検出する位置検出器８が
設けられている。位置検出器８は、ＣＰＵ４に接続されている。
【００１５】
ＣＰＵ４の他の出力は、増幅器６を介してフォーカス部Ｆを構成するレンズを駆動するモ
ータ１２に接続されている。フォーカス部Ｆには、レンズの絶対位置を検出する位置検出
器１３が設けられている。位置検出器１３はＣＰＵ４に接続されている。
【００１６】
また、ＣＰＵ４の他の出力は、Ｄ／Ａ変換器１７を介してテレビカメラ１０３に接続され
ている。これにより、ズーム部Ｚのレンズ位置を示すズームフォローデータや、絞り装置
（図示せず）の絞り値を示すアイリスフォローデータ等、ズームレンズ１０１の各種状態
を示すフォロー信号がカメラ１０３に通信される。
【００１７】
また、ＣＰＵ４には、画角補正演算のためのデータを記憶している不揮発性メモリ１８が
接続されている。ここで、画角補正演算のためのデータについて簡単に説明する。
【００１８】
予めズーム部Ｚのレンズの駆動範囲を任意の数ｎに分割するとともに、フォーカス部Ｆの
レンズの駆動範囲も同様に任意の数ｍに分割して、位置検出器８，１３内で出力パルスを
計測するカウンタの出力データをそれぞれ演算しておく。また、ズームｉ番目の分割点と
フォーカスｊ番目の分割点における画角を光学的な演算により求めておくとともに、同様
にズームのｉ、フォーカスのｊ＋１番目の分割点、ズームのｉ＋１、フォーカスのｊ番目
の分割点、ズームのｉ＋１、フォーカスのｊ＋１番目の分割点での画角を光学的な演算に
より求めておき、この４点で囲まれる領域におけるズーム部Ｚのレンズ位置（以下、ズー
ム位置という）、フォーカス部Ｆのレンズ位置（以下、フォーカス位置という）および画
角の関係を４点のうちの３点を含む平面の方程式で近似する。この近似平面の方程式を応
用して、画角をズーム位置およびフォーカス位置を変数とする関数（１）式で示すことが
できる。
【００１９】
ω＝Ｃｚ×Ｐｚ＋Ｃｆ×Ｐｆ＋Ｄ　…（１）
ここで、ωは画角の大きさを表し、Ｃｚは近似平面のズーム位置に対する係数、Ｐｚはズ
ーム位置、Ｃｆは近似平面のフォーカス位置に対する係数、Ｐｆはフォーカス位置、Ｄは
近似平面の定数項を表す。
【００２０】
このようにしてズーム位置、フォーカス位置および画角の関係を求めた近似平面方程式の
係数Ｃｚ，Ｃｆ，Ｄをマップ化してメモリ１８に記憶させる。
【００２１】
　図２のフローチャートには、上記ズームレンズにおける一連の動作を示している。ＣＰ
Ｕ４は電源投入の直後に、ステップ１に進み、ＣＰＵ４の内部を初期化する。また、位置
検出器８からの出力を用いてズーム部Ｚを構成するレンズの初期化を行うとともに、位置
検出器１３からの出力を用いてフォーカス部Ｆを構成するレンズの初期化を行う。
【００２２】
次に、ステップ２で、ズームデマンド１およびフォーカスデマンド２との通信の初期化を
行う。ここで初期化動作を終了し、ズームデマンド１およびフォーカスデマンド２からの
出力に応じてズーム部Ｚおよびフォーカス部Ｆを制御する通常動作に移る。
【００２３】
まず、ステップ３でズームデマンド１から正規化されたズーム速度データＺｓｐｅｅｄを
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入力し、さらにステップ４でフォーカスデマンド２から正規化されたフォーカス制御デー
タＦｄａｔａを入力する。
【００２４】
　次に、ステップ５でズームデマンド１からズームトラッキングリミットデータを入力し
、ステップ６でズームデマンド１から入力したズーム速度データを（２）式を用いて積分
し、正規化されたズーム位置データＺｄａｔａを演算する。
【００２５】
　Ｚｄａｔａ＝Ｚｂｕｆ＋Ｋ×Ｚｓｐｅｅｄ …（２）
　　Ｚｂｕｆ：前サンプリング時のズーム位置データ
　　Ｋ：任意の積分定数
　また、ステップ７で画角補正優先スイッチ３からの出力を取り込み、ステップ８で画角
補正優先モード設定スイッチ３の状態を判断する。画角補正優先モード設定スイッチ３が
ＯＮの場合は、ステップ９Ａで画角補正優先フラグをセットし、ステップ１０に進む。一
方、ステップ８において画角補正優先モード設定スイッチ３がＯＦＦの場合は、ステップ
９Ｂで画角補正優先フラグをクリアし、ステップ１０に進む。
【００２６】
ステップ１０では、画角補正優先フラグを判断する。画角補正優先フラグがセットされて
いる場合は、トラッキング機能よりも画角変動補正機能を優先するモードに入る。
【００２７】
この画角補正優先モードでは、ステップ１１Ａで、ズーム位置データＺｄａｔａとフォー
カスデマンド２から入力したフォーカス制御データＦｄａｔａとを用いて画角補正演算を
行い、ズーム位置指令を演算する。
【００２８】
ここで、画角補正演算について簡単に説明する。まず、（３）式を用いて、正規化された
フォーカス位置データＦｄａｔａを位置検出器１３内のカウンタの出力に相当するフォー
カス位置指令Ｆｏｃｕｓに変換する。
【００２９】
Ｆｏｃｕｓ＝Ｆａｒ＋Ｆｄａｔａ／ＮＯＭ×（Ｎｅａｒ－Ｆａｒ）…（３）
Ｆａｒ：無限端フォーカス指令
Ｎｅａｒ：至近端フォーカス位置指令
ＮＯＭ：正規化されたフォーカス位置データの最大値
次に、位置検出器８，１３内のカウンタの値を含む領域に対応した近似平面方程式の係数
をメモリ１８から入力する。そして、入力した係数を（１）式のＣｚ，Ｃｆ，Ｄに、位置
検出器８内のカウンタの値をＰｚに、位置検出器１３内のカウンタの値をＰｆにそれぞれ
代入して基準画角ωｏｒｇを演算する。
【００３０】
次に、位置検出器８内のカウンタの値およびフォーカス位置指令Ｆｏｃｕｓを含む領域に
対応した近似平面方程式の係数をメモリ１８から入力する。そして、入力した係数Ｃｚ’
，Ｃｆ’，Ｄ’と基準画角ωｏｒｇ、フォーカス位置指令Ｆｏｃｕｓを（４）式に代入し
て、位置検出器８内のカウンタの出力に相当するズーム位置指令Ｚｏｏｍを演算する。
【００３１】
Ｚｏｏｍ＝（ωｏｒｇ－Ｃｆ’×Ｆｏｃｕｓ－Ｄ’）／Ｃｚ’…（４）
こうして画角補正演算を行った後、ステップ１４に進み、補正演算後のズーム位置指令Ｚ
ｏｏｍと位置検出器８内のカウンタの値とを用いてズームの位置制御演算を行い、ステッ
プ１５に進んで、ステップ１４の演算結果を増幅器５に出力し、モータ７を駆動する。
【００３２】
これにより、例えば画角変動補正のためのズーム位置指令がトラッキングリミットデータ
を超えるような場合でも、トラッキングリミットデータによりズーム位置指令がリミット
されることなく、ズーム位置が画角変動補正のためのズーム位置指令に対応する位置に達
するまでズーム部Ｚが駆動され、画角が一定に保たれる。したがって、トラッキングリミ
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ット点で画角補正機能が働かなくなり、突然、画角が変動してしまうことを防止すること
ができる。
【００３３】
一方、ステップ１０で画角補正優先フラグがクリアされている場合は、画角変動補正機能
よりもトラッキング機能を優先するモードに入る。
【００３４】
このトラッキングリミット優先モードでは、ステップ１１Ｂで、ズーム位置データＺｄａ
ｔａとフォーカスデマンド２から入力したフォーカス制御データＦｄａｔａとを用いて画
角補正演算を行い、ズーム位置指令を演算する。ここでの画角補正演算は、ステップ１１
Ａでの画角補正演算と同じである。
【００３５】
そして、次にステップ１２で、補正演算後のズーム位置指令がトラッキングリミットデー
タのうちテレ側のリミットデータを超えてさらにテレ側か、ワイド側のリミットデータを
超えてさらにワイド側か若しくはテレ側リミットデータとワイド側リミットデータの範囲
内かを判断する。
【００３６】
ここで、テレ側トラッキングリミットデータを超えている場合にはステップ１３Ａに進ん
で、ズーム位置指令をテレ側トラッキングリミットデータでリミットし、ステップ１４に
進む。また、ワイド側トラッキングリミットデータを超えている場合にはステップ１３Ｂ
に進んで、ズーム位置指令をワイド側トラッキングリミットデータでリミットし、ステッ
プ１４に進む。テレ側リミットデータとワイド側リミットデータの範囲内である場合には
、そのままステップ１４に進む。
【００３７】
そして、ステップ１３Ａ，１３Ｂでリミットされたズーム位置指令又はテレ側リミットデ
ータとワイド側リミットデータの範囲内であるためにそのまま有効とされたズーム位置指
令と位置検出器８内のカウンタの値とを用いてズームの位置制御演算を行い、ステップ１
５に進んで、ステップ１４の演算結果を増幅器５に出力し、モータ７を駆動する。
【００３８】
このように、トラッキング優先モードでは、例えば画角変動補正のためのズーム位置指令
がトラッキングリミットデータを超えるような場合には、トラッキングリミットデータに
よりズーム位置指令がリミットされ、画角変動補正のためのズーム駆動範囲がトラッキン
グリミット範囲内に制限される。このため、例えば撮影光量を一定に保ちたい場合に、テ
レ側において画角変動補正のためにズーム部Ｚがトラッキングリミット範囲を超えてさら
にテレ側に駆動されることによる撮影光量の低下を防止することができる。
【００３９】
なお、ステップ１５によるモータ駆動の以後、電源が切られるまでステップ３からステッ
プ１５までを繰り返し実行する。
【００４０】
上記実施形態では、ズーム位置指令がトラッキングリミットデータ、すなわちズーム部の
駆動許容端を超えているか否かを判断してズーム部の画角変動補正制御を行う場合につい
て説明したが、本発明は、ズーム位置指令が所定の駆動許容範囲外か否かを判別してズー
ム部の画角変動補正制御を行う場合にも適用することができる。
【００４１】
また、上記実施形態におけるテレ側トラッキングリミットデータとワイド側トラッキング
リミットデータは、ともにテレ端からワイド端までの間の中間位置に設定してもよいし、
一方をテレ端又はワイド端としてもよい。
【００４２】
また、上記実施形態では、テレビカメラに装着されるズームレンズについて説明したが、
本発明は、銀塩カメラやビデオカメラ等、種々のカメラに装着されるズームレンズにも適
用可能である。
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【００４３】
【発明の効果】
　以上説明したように、本願第１の発明によれば、ズーム部のズーミングのための駆動位
置を所定の駆動許容端に制限する機能と画角変動補正機能とがともに働いている場合にお
いて、画角変動補正のための上記駆動許容端を超えるズーム駆動が許容されるため、例え
ばズーム部が駆動許容端付近にある状態でフォーカス部が制御されたときでも、確実に画
角を一定に保つことができ、画角変動補正のためにズーム駆動が制限されて突然画角が変
動してしまうような事態を防止することができる。
【００４４】
　また、本願第２の発明によれば、ズーム部の画角変動補正のための駆動制御を駆動許容
端にかかわらず行う第１のモードと、ズーム部の画角変動補正のための駆動位置も駆動許
容端以内に制限する第２のモードとで選択的に動作できるようにしているので、撮影等の
条件に応じた適切な使い方を選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態であるズームレンズの構成図である。
【図２】上記ズームレンズの動作フローチャートである。
【図３】従来のズームレンズの動作フローチャートである。
【符号の説明】
１　ズームデマンド
２　フォーカスデマンド
３　画角補正優先スイッチ
４　ＣＰＵ
５，６　増幅器
７，１５　モータ
８，１３　位置検出器
１７　Ｄ／Ａ変換器
１８　不揮発性メモリ
Ｚ　ズーム部
Ｆ　フォーカス部



(8) JP 4478238 B2 2010.6.9

【図１】 【図２】

【図３】



(9) JP 4478238 B2 2010.6.9

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０００－２３５１４１（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１４９１０２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－２８２３９６（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－０３９１９３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G02B   7/10


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

